
 

 

≪施設名≫の運営に関する協定書 

 

 

東京都台東区（以下「甲」という。）と≪運営事業者名≫（以下「乙」という。）は、≪施設名≫の運営

に関する協定を次のとおり締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、乙が行う学童クラブ事業の運営条件等について必要な事項を定めることを目的とす

る。 

 

（協定の期間） 

第２条 この協定の期間は、令和●年●月●日から令和●年３月３１日までとする。 

 

（定義） 

第３条 この協定書において、｢学童クラブ｣とは、児童福祉法第６条の３第２項の規定に基づく放課後児

童健全育成事業であって、台東区内に居住する小学校に在学する児童で、保護者が就労等により放課後

家庭にいない児童の健全な育成を図り、併せて保護者の負担の軽減を図ることを目的とする事業をい

う。 

 

（名称及び所在地） 

第４条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

（１）名称  ≪施設名≫ 

（２）所在地 ≪台東区〇〇●丁目●番●号≫  

 

（運営条件） 

第５条 乙は、次の各号に掲げる事項を条件とし、学童クラブ事業を運営するものとする。 

（１）東京都台東区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例（平成２６年１０月台東

区条例第２３号。以下「条例」という。）を遵守し、都型学童クラブ事業実施要綱、東京都台東区こ

どもクラブ条例（平成１３年３月２７日台東区条例第４号。「以下「こどもクラブ条例」とい

う。」）、東京都台東区こどもクラブ条例施行規則（平成１３年４月１日台東区規則第４３号。以下

「施行規則」という。）、台東区こどもクラブ障害児等保育事業実施要綱及び台東区こどもクラブお

やつ代助成要綱に基づいた運営を行うものとする。 

（２）定員は●●名とし、支援の単位は●とする。 

（３）対象児童は、甲が審査を行い、当該クラブの利用を承認した者とする。ただし、障害児等について

は、台東区こどもクラブ障害児等審査会において、利用が承認された者とする。ただし、台東区長

が必要と認める場合はこの限りでない。 

（４）配置支援員等は、別紙１「台東区民設民営型学童クラブ最低配置基準」のとおりとする。職員

配置と勤務体制を甲の指定する様式により提出すること。  

（５）学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法

律（令和６年６月２６日法律第６９号）に基づき、支援員等を配置すること。 

（６）運営日は、月曜日から土曜日まで（日曜日、祝日、１２月２９日から翌年１月３日までは除く）と

する。また、乙が行事等により運営日の変更を希望する場合は、事前に甲と協議の上で決定する。 

（７）育成時間については以下のとおりとする。 

学校登校日 
利用児童の下校時から午後●時まで 

（午後６時から●時は、延長育成時間） 



 

 

学校休業日※ 
午前●時から午後●時まで 

（●時から●時は、延長育成時間） 

※土曜日及び都民の日並びに利用児童の在籍小学校における春季休業日、夏季休業日、冬季

休業日、振替休業日及び開校記念日等（１校あたりおおむね年間１１０日） 

（８）開室時間については以下を満たす時間とする。 

学校登校日 午前●時から午後●時まで 

学校休業日 午前●時から午後●時まで 

（９）施設の開所日は、令和●年●月●日を予定する。ただし、乙の責によらない理由により開所が遅れ

るときは、甲と協議の上で開所日を定めるものとする。 

 

(運営内容) 

第６条 乙は、学童クラブ事業を実施するにあたっては、次の各号に掲げる内容を実施することとする。  

（１）児童来室前の準備、出席確認等の安全管理及び児童が来室してから帰宅するまでの保護育成、健                          

康・衛生管理 

（２）入所、退所等に関する事務（利用申請書の受付、受付簿の作成等） 

（３）保護者との連絡は、連絡帳を作成し、必要に応じて面談を実施するとともに、保護者会の開催に

努めること。また、行事等のお知らせを適宜発行すること。 

（４）情報配信システム等を導入し、保護者へ緊急連絡や案内の周知等ができるようにしておくこと。 

（５）おやつ代助成に関する事務（申請書の受理、助成金の管理等） 

（６）傷害保険など保険に関する事務（事故報告書の作成、保険金の請求） 

（７）児童台帳、育成日誌、児童出欠表・出欠率表の作成及び報告 

（８）書類等の文書交換（保護者等からの提出書類等受領または区から連絡があった際は、翌開庁日まで

に文書交換を区の指定する場所で行うこと） 

（９）児童又はその保護者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための体制を

整備すること。また、その体制について甲に報告すること。 

（１０）東京都台東区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例に規定する運営規

定、安全計画、業務継続計画の策定及び甲への報告 

（１１）放課後児童健全育成事業実施要綱（平成 27年 5月 21日付雇児発 0521第 8号）に規定する「放

課後児童支援員等処遇改善事業（月額 9,000円相当賃金改善）」を実施すること。また、甲が指定す

る様式にて賃金改善計画書及び実績報告書を甲の定める期日までに提出すること。 

（１２）Wi－Fi環境を整備し、児童が小学校から貸与されるタブレット型パソコンを使用できるように 

すること。 

（１３）電話回線を利用する非常通報装置（学校１１０番）の保守点検を定期的に実施すること。 

（１４）春季・夏季・冬季休業日において、希望する児童に対して昼食を提供する体制を整えること。 

（１５）その他、甲が求める学童クラブとして必要な事務（内容は、甲乙の協議によるものとする） 

 

（自主活動の実施等） 

第７条 乙は、児童の実態やニーズを踏まえた特色ある自主活動を展開するなど、学童クラブ事業の内容

の充実に努めるものとする。 

２ 甲は、乙に対し、必要に応じて学童クラブ事業の計画等の変更を要請することができるものとする。 

 

（労務管理） 

第８条 乙は、健康診断等により健康状態が良好であると確認した者を支援員等として配置するととも

に、年１回の健康診断を受けさせることにより、支援員等の健康管理に努めるものとする。 



 

 

２ 乙は、支援員等の資質向上を図るため、必要な研修等の実施、研修会への職員派遣等に努めるものと

する。 

３ 乙は、当クラブに従事する支援員等について、年度当初に甲に名簿を届け出ること。年度途中に従事

者を変更する場合は、都度、変更後の名簿を届け出ること。また、従事者の配置実績を毎月提出するこ

と。 

 

（保険の加入） 

第９条 乙は、台東区こどもクラブが加入する保険と同等以上の補償内容の保険に加入するものとする。 

 

（利用料の徴収及び減免） 

第１０条 乙は、学童クラブ事業に利用登録した児童の保護者から利用料を徴収することができるが、そ

の額は、こどもクラブ条例に定める育成料に準じるものとする。ただし、地域の実情に応じて設定した

独自の延長育成時間にかかる利用料が存在する場合については、甲と協議の上で定めるものとする。 

２ 乙は、前項の利用料の徴収にあたっては、施行規則の規定に準じて、当該利用料を減額し又は免除す

るものとする。 

 

（事業費の補助） 

第１１条 甲は、別に定める「台東区民設民営型学童クラブ施設整備費補助金交付要綱」、「東京都台東区

民設民営型学童クラブ運営補助金交付要綱」の規定に基づき、学童クラブ事業の整備費及び運営費につ

いて、予算の範囲内で補助することができるものとする。 

２ 甲は、乙が第７条第２項の規定による甲の要請に基づいて学童クラブ事業の計画の変更をした結果、

新たに費用が発生した場合は、予算の範囲内で別途補助することができるものとする。 

３ 甲は、乙がクラブの分割を行った際には、予算の範囲内で分割に要した経費について補助することが

できるものとする。 

４ 運営費に関しては、この協定の期間において、甲は乙の請求により概算払で乙に支払うことができる

ものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第１２条 乙は、個人情報の保護及び記録の管理について、別紙２「個人情報取扱いに関する特記事項」

に従い適正に行うものとする。 

 

（緊急時の報告） 

第１３条 乙は、天変地異、その他の事故により学童クラブ事業の実施が困難となったとき、又はそのお

それがあるときは直ちに甲へ報告しなくてはならない。 

 

（事業の休止） 

第１４条 乙は、この協定締結後に、学童クラブ事業を実施することが適当でないと判断する事由が発生

した場合は、甲と協議の上、その事由が消滅するまでの間学童クラブ事業を休止するものとする。 

２ 乙は、この協定締結後、天災地変等やむをえない事由により学童クラブ事業を休止する場合は、速や

かに甲と協議の上、学童クラブ事業の利用者に対する影響を最小限にするよう努めなければならない。 

 

（報告の聴取等） 

第１５条 甲は、乙に対して必要な報告を求め、又は甲の所属職員をして学童クラブ事業の実施場所を実

地検査させることができるものとする。 

 

（権利譲渡の禁止） 



 

 

第１６条 乙は、この協定から生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することができない

ものとする。ただし、甲の承認を得た場合にはこの限りではない。 

 

（解除） 

第１７条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この協定を解除することができる。 

(１) 乙がこの協定の条項に違反したとき。 

(２) 甲が乙の実施する学童クラブ事業の実施を不適当と認める事由が生じたとき。 

 

（損害賠償） 

第１８条 甲は、前条に基づく協定の解除により乙に損害が生じても、その賠償の責を負わないものとす

る。 

 

（事業の廃止） 

第１９条 乙は、学童クラブ事業を廃止しようとするときは、廃止予定日の前年度の８月末までに、甲と

協議するものとする。 

 

（協議） 

第２０条 乙は、学童クラブ事業に係る基本的な内容の変更を行う場合には、事前に甲と協議し、調整を

行うものとする。 

２ この協定の内容に関し、事情が変更になった場合又は特別な事情が生じた場合は、甲乙協議の上、こ

の協定を改定することができる。 

３ この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、その解決にあ

たるものとする。 

 

 

 

上記の証として本書を２通作り、甲、乙が記名・押印の上、各１通を保存するものとする。 

 

令和●年●月●日 

 

                甲  東京都台東区東上野四丁目５番６号 

     東京都台東区教育委員会 

                     教 育 長     〇 〇 〇 〇 

 

          乙  〇〇県〇〇市○○●丁目●番●号            

                    ≪運営事業者名≫ 

                     代 表 者     〇 〇 〇 〇    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙１ 

台東区民設民営型学童クラブ最低配置基準 

 

１ 基本配置 

（１）条例第１０条第３項に定める放課後児童支援員（以下「支援員」という。）を、２人以上

常勤で従事させること。ただし、２支援単位以上の施設は、３人以上常勤で従事させる

こと。 

 

（２）「東京都台東区民設民営型学童クラブ運営補助金」の人件費補助を受ける場合には、上

記の規定にかかわらず、定員に応じて、下表に示した数以上の職員を従事させること。 

定員 常勤職員 非常勤職員 

４０名以下 ３名 ２名 

４１名から６０名 ３名 ３名 

 

（３）常勤の支援員の内の１人は施設責任者とし、他の支援員等の管理等をすること。 

 

（４）常勤の支援員の内１人は、防火管理者の資格を保持すること。 

 

（５）育成時間中は、１の支援の単位ごとに２人以上の支援員（常勤又は非常勤）を常時配置する

こと。ただし、その１人を除き、補助員をもってこれに代えることができる。 

 

２ 障害児加配 

 障害児等が入所した場合は、支援員又は補助員を必要な時間帯に加配すること。加配する支援

員等の数は、以下の表によるものとする。ただし、障害児等審査会により、障害児１人につき職

員１人の加配が必要と判定された障害児等については、職員１人を加配する。 

 なお、高学年の障害児等に対し加配する支援員等は、当該年度中継続して雇用することが見込

まれる非常勤職員とする。 

障害児数 
一般障害児 

０人 １人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人 ７人 ８人 ９人 10人 

高
学
年
障
害
児 

０人 ０（０） １（０） １（０） ２（０） ２（０） ３（０） ３（０） ４（０） ４（０） ５（０） ５（０） 

１人 １（１） １（１） ２（１） ２（１） ３（１） ３（１） ４（１） ４（１） ５（１） ５（１）  

２人 １（１） ２（１） ２（１） ３（１） ３（１） ４（１） ４（１） ５（１） ５（１）  

３人 ２（２） ２（２） ３（２） ３（２） ４（２） ４（２） ５（２） ５（２）  

４人 ２（２） ３（２） ３（２） ４（２） ４（２） ５（２） ５（２）  

５人 ３（３） ３（３） ４（３） ４（３） ５（３） ５（３）  

６人 ３（３） ４（３） ４（３） ５（３） ５（３）  

７人 ４（４） ４（４） ５（４） ５（４）  

８人 ４（４） ５（４） ５（４）  

９人 ５（５） ５（５）  

10人 ５（５）  

※（ ）内は、職員のうち、高学年障害児対応職員 



 

 

別紙２ 
 

個人情報取扱いに関する特記事項  

 

 

（秘密保持義務） 

第１条 乙は、この協定の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはなら

ない。また、協定期間満了後も同様とする。 

 

（安全管理措置） 

第２条 乙は、個人情報の安全管理について、責任体制、業務従事者の管理体制及び実施体制を確

立し、必要な措置を講じなければならない。 

 

（目的外使用及び外部提供の禁止） 

第３条 乙は、個人情報を甲の指示する目的以外に使用してはならない。また、第三者に提供して

はならない。 

 

（複写及び複製の禁止） 

第４条 乙は、個人情報の全部又は一部を甲の許可なく複写し、又は複製してはならない。甲の許

可を受けて複写又は複製したときは、業務の終了後、直ちに当該複写物又は複製物を焼却又は裁

断等により利用できないように処分しなければならない。 

 

（授受及び保管） 

第５条 乙は、個人情報の授受、保管及び管理について、善良な管理者の注意をもって当たり、個

人情報の消滅、毀損等の事故を防止しなければならない。 

 

（返還等） 

第６条 乙は、協定の期間が終了したとき又は甲が請求したときは、その保有する個人情報につい

て、直ちに甲の指定した方法により、廃棄、変換又は消去しなければならない。 

 

（立入検査及び調査） 

第７条 甲は、個人情報の管理状況について随時に立入検査又は調査をし、乙に対して必要な報告

を求め、又は事業の処理に関して指示を与えることができる。 

 ２  乙は、委託による委託先のこの契約の遵守状況について監視し、随時に立入検査又は調査

をし、委託先に対して必要な報告を求め、又は委託業務の処理に関して指示を与えなければなら

ない。 

 

（事故の報告） 

第８条 乙は、個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の事故が生じたときには、直ちに甲に対して

通知するとともに、遅滞なくその状況を書面をもって甲に報告し、甲の指示に従わなければなら

ない。 

 

（損害賠償） 

第９条 乙が、前記各条項に違反し甲に損害を与えたときは、乙はその損害を賠償しなければなら

ない。 

 


